
様式第八（第10条関係）  

 

一般承継による移転登録申請書 

（令和  年  月  日） 

 

（  円）                                    

  特許庁長官     殿 

１ 特許番号 

２ 権利の表示 

３ 被承継人の表示 

  （識別番号） 

   住所（居所） 

   氏名（名称） 

４ 登録の目的 

５ 申請人（承継人） 

  （識別番号） 

   住所（居所） 

   氏名（名称）               

  （国籍・地域） 

６ 代理人 

  （識別番号） 

   住所（居所） 

   氏名（名称）               

７ 添付書面の目録 

 (1) 承継人であることを証明する書面      １通 

 (2) （                     通） 

〔備考〕 

 １ 表題は、「相続による特許権移転登録申請書」のように、なるべく権利の移転の形態を併せて記載する。 

 ２ 「被承継人の表示」の欄には、登録申請に係る権利について特許原簿に表示されている者の住所（居所）及び

氏名（名称）を記載する。 

 ３ 「承継人であることを証明する書面」は、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票の謄本」等、法人の

合併によるときは「登記事項証明書」等、法人の分割によるときは「会社分割承継証明書」等とする。「会社分

割承継証明書」等には、被承継人が記名し、印（本人確認できるものであること。）を押さなければならない。 

 ４ 「申請人（承継人）」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の電話番号をなるべく記載する。ま

た、特例法施行規則第３条の規定により識別番号の付与を受けている場合は、識別番号を住所の前に記載するも

のとする。 

 ５ 相続その他の一般承継による申請をする場合の「承継人であることを証明する書面」について、情報通信技術

を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151号）第11条の規定に基づき、登記事項証明書の添付す

ることを要しないこととする場合において、申請人（承継人）の欄に記載した法人以外に係る「登記事項証明

書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令（平成15年政令第27号）第５条の表第

４号下欄に掲げる措置を行うときは、「７ 添付書面の目録」の欄の次に「８ その他」の欄を設けて、例え

ば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「○○株式会社、○○県・・・・・」、

商業登記法（昭和38年法律第125号）第７条に規定する会社法人等番号を提供するときは「商業登記法に規定する

会社法人等番号○○○○○○○○○○○○」のように記載する。 

６ 法人の分割による権利の承継の申請をする場合において、被承継人と承継人との間に複数の分割の事実がある

ときは、「７ 添付書面の目録」の欄の次に「８ その他」の欄を設けて、「令和○○年○○月○○日の会社分

割による承継」のように記載する。 

収 入 

 

印 紙 



 ７ その他は、様式第七の備考１から４まで、６から９まで、11から14まで及び17から20までと同様とする。この

場合において、備考12中「申請人（登録権利者）」とあるのは、「申請人（承継人）」と読み替えるものとす

る。 


